
◆◇◆利用者の皆様へ◆◇◆

令和６年４月１日から 

ご み の 分 別 方 法 が 

変 わ っ て い ま す 。

○ペットボトル・プラマークの 

あるプラスチックは、汚れを 

取って資源（プラスチック類） 

の日に出しましょう。 

 

○汚れの取れないペットボトル 

汚れの取れない繊維類 

わた等の入った繊維類 

は可燃ごみとなります。 

見 本


